
■クーリング・オフの方法や困ったな、おかしいなと思った時はお早めにご相談ください。
 消費⽣活相談窓⼝（内之浦総合⽀所産業創出課内）☎ 0994（67）2116
 消費者ホットライン☎ 188 （⼟・⽇・祝⽇は県・⼜は国の相談センターにつながります）

★若者のトラブルが増えています。2022 年 4月から 18 歳で成人です

消費生活
相談
春先は、就職や進学で親元を離れ新⽣活を始める若者の住宅賃貸借関連トラブルが急増します。

お部屋探しは⼤変ですが、契約締結後にトラブルがあるともっと⼤変です。
 特に多いトラブルが「現地を⾒ずに契約したところ、後で部屋や周辺環境に問題があることが分かり契約をやめたい」
というものです。契約がパソコンなどの画⾯上で⾏われる場合、⾒落としがないよう契約書をいったんプリントアウト
して、書⾯で確認し理解、納得してから契約しましょう。

■事例■
① 賃貸マンションを借り、敷金など約18万円を支払っ
たが、入居できなくなったため解約を申し出たら「契
約は成立している。清掃費以外は返金できない」と
言われた。鍵も受け取っていないのに返金されない。
② 賃貸マンションを退去後、貸主からハウスクリーニ
ング費用等で合計 17万円の原状回復費用を請求さ
れた。敷金礼金はない部屋で、契約書に原状回復に
関する特約もなかった。高額な請求に納得できない。

トラブルに遭わないためのポイント 
契約時：契約書の記載内容や賃貸物件の現状をよく確認する
禁⽌事項、修繕に関する事項、退去時の特約がないか
入居中：入居中のトラブルは貸主側にすぐ相談する
借主が貸主に無断で修繕を⾏うとトラブルになることがある
退去時：精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に
説明を求める
⼊居前に室内をチェックし、傷や汚れがある場合は写真を
撮って保存しておく

入居時・退去時のトラブルを防ぎましょう! ! 
～契約書の内容を十分に確認して契約しましょう～
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